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国立大学法人東京農工大学放射線研究室運営規則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学放射線研究室運営規則を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組

織運営規則」という。)第 8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工

大学(以下「本学」という。)の放射性同位元素等を使用する施設とし

て、組織運営規則第 6条第 3項に基づき農学部、工学部に設置する放射

線研究室及び組織運営規則第 6条第 1項に規定する学術研究支援総合セ

ンター(遺伝子実験施設)に設置する放射線研究室(以下これらを「室」

という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組

織運営規則」という。)第 8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工

大学(以下「本学」という。)の放射性同位元素等を使用する施設とし

て、組織運営規則第 6条第 1項に基づき農学部及び工学部に設置する放

射線研究室(以下これらを「室」という。)の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

(目的) 

第 2条 室は、放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律

(昭和 32年法律第 167号。以下「障害防止法」という。)第 2条の規定

に基づき、使用の許可を受けた本学の農学部事業所、工学部事業所及び

遺伝子実験施設事業所(以下「各事業所」という。)について、本学の教

育研究施設としての役割を果たし、もって放射性同位元素等を使用して

行う教育研究を支援することを目的とする。 

(目的) 

第 2条 室は、放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律

(昭和 32年法律第 167号。以下「障害防止法」という。)第 3条の規定

に基づき、使用の許可を受けた本学の農学部事業所及び工学部事業所

(以下「各事業所」という。)について、本学の教育研究施設としての役

割を果たし、もって放射性同位元素等を使用して行う教育研究を支援す

ることを目的とする。 

(室長等の職務) 

第 5条 (略) 

(室長等の職務) 

第 5条 (略)  

2 (略) 2 (略) 

3 主任者は、国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則(以下「予防

細則」という。)及び障害防止法第 21条第 1項の規定に基づき、各室に

おいて定める放射線障害予防規定により放射性同位元素等を管理し、そ

の取扱いについて監督し、放射線障害の予防に当たるものとする。 

3 主任者は、国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則(以下「予防

細則」という。)及び障害防止法第 21条第 1項の規定に基づき、各室に

おいて定める放射線障害予防規程により放射性同位元素等を管理し、そ

の取扱いについて監督し、放射線障害の予防に当たるものとする。 

 

4 (略) 4 (略) 

(室長等の選任) 

第 6条 室長及び室長代理の選任は、本学の教授、助教授及び講師の中か

ら、主任者及び主任者代理は、本学の教員で放射線取扱主任者免状を有

する者の中から、第 8条に定める農学部、工学部及び遺伝子実験施設の

放射線研究室運営委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。 

(室長等の選任) 

第 6条 室長及び室長代理の選任は、本学の教授、准教授及び講師の中か

ら、主任者及び主任者代理は、本学の教員で放射線取扱主任者免状を有

する者の中から、第 8条に定める農学部及び工学部の放射線研究室運営

委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。 

 

(運営委員会) 

第 8条 室の管理運営に関し審議するため、農学部、工学部及び遺伝子実

験施設の室に、それぞれ放射線研究室運営委員会(以下「委員会」とい

う。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(運営委員会) 

第 8条 室の管理運営に関し審議するため、農学部及び工学部の室に、そ

れぞれ放射線研究室運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の

各号に掲げる事項を審議する。 
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(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

第 9条 (略) 第 9条 (略) 

2 遺伝子実験施設の委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織す

る。 

(削る) 
 

(1) 室長及び室長代理  

(2) 主任者及び主任者代理  

(3) 農学部、工学部及び遺伝子実験施設から選出された教員 3人  

(4) 研究国際部研究支援課長  

3 第 1項第 3号及び前項第 3号に掲げる委員の任期は、2年とする。た

だし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 前項第 3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げ

ないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
 

(協議) 

第 11条 各室の管理運営の連絡調整に関しては、国立大学法人東京農工

大学環境・安全委員会細則第 8条第 1項第 1号に規定する放射線安全小

委員会で協議する。 

(協議) 

第 11条 各室の管理運営の連絡調整に関しては、国立大学法人東京農工

大学環境・安全衛生委員会細則第 8条第 1項第 1号に規定する放射線安

全小委員会で協議する。 

 

(事務) 

第 12条 各室及び委員会の事務は、農学部の室にあっては府中地区事務

部総務室、工学部の室にあっては小金井地区事務部総務室、遺伝子実験

施設の室にあっては研究国際部研究支援課において処理する。 

(事務) 

第 12条 各室及び委員会の事務は、農学部の室にあっては府中地区事務

部総務室、工学部の室にあっては小金井地区事務部総務室において処理

する。 

 

附 則（24放規則第 1号） 

この規則は、平成 24年 11月 7日から施行する。 


